
教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業 

～教員採用選考試験の複数回実施に向けた試験問題の開発～ 

成果報告書 目次 

１ 問題構成案 

教職教養・一般教養 49 問案 

２ 問題案 

３ 解答・解説 

４ 根拠資料 

５ 正答率（情報提供自治体集計に基づく全国平均） 

正答率一覧 

試験問題の正答率に関して 

６ 問題の検証（正答率の高い問題１問、正答率の低い問題１問） 

７ 参考資料（各自治体募集要項等） 

関連資料 

７-１）宮城県教育委員会 募集要項等

７-２）山口県教育委員会 募集要項等

７-３）高知県教育委員会 募集要項等

７-４）大分県教育委員会 募集要項等



小問
教養試験（「一般教

養」「教職教養」）
備考

1 英語１ 英文法

2 英語２ 会話文1

3 英語３ 会話文2

4 英語４ 文章読解

5 数学１ 式の計算

6 数学２ 方程式、関数

7 数学３ 平面図形、空間図形

8 数学４ 図表の読み取り

9 理科１

物理（力、電磁気

等）、化学（溶液、

化学反応等）

10 理科２

生物（人体のつく

り、動植物の種類

等）、地学（天気、

地震・火山等）

11
時事（理科領

域）
国内動向

12 社会１ 日本の自然

13 社会２ 日本の諸産業

14
時事（社会領

域）
国際動向

15 総則1 総則の第1

小（中、高等）学校教

育の基本と教育課程の

役割（各校種共通部

分）

16 総則2 総則の第4

児童（生徒）の発達の

支援（各校種共通部

分）

17 総則3 総則その他（第2、第3、第5）
教育課程の実施と学習

評価

18 道徳 道徳教育、道徳科

19 総合的な学習の時間 探究的な学習の過程等

20 特別活動

21 生徒指導提要1 第1章 第1章　生徒指導の基礎

22 生徒指導提要2 第3章

第3章　チーム学校によ

る生徒指導体制（特に

教育相談）

23 生徒指導提要3 第4章 第4章　いじめ

問題内容

一般教養

教職教養

学習指導要領

生徒指導



24 生徒指導提要4 第10章、第13章

第10章　不登校、第12

章　性に関する課題、

第13章　多様な背景を

持つ児童生徒への生徒

指導

25 基本理念

「特別支援教育の推進について（通

知）」、インクルーシブ教育システ

ム、合理的配慮等

26 支援体制1

個別の教育支援計画、通級指導、交

流及び共同学習、障害種に応じた具

体的な支援等

27 支援体制2

就学先決定プロセス等（「障害のあ

る子供の教育支援の手引～子供たち

一人一人の教育的ニーズを踏まえた

学びの充実に向けて～」）

28 関連法規

障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律、障害者基本法、障害

者の権利に関する条約等

障害を理由とする差別

の解消の推進に関する

法律（平成二十五年法

律第六十五号）、障害

者基本法（施行日： 平

成二十八年四月一日

（平成二十五年法律第

六十五号による改

正）、障害者の権利に

関する条約（略称：障

害者権利条約）（2014

年2月19日に同条約は我

が国について効力を発

生）

29 基本理念

「人権教育の指導方法等の在り方に

ついて[第3次とりまとめ]」、「性

同一障害に係る児童生徒に対するき

め細かな対応の実施等について（通

知）」等

人権教育の指導方法等

の在り方について[第3

次とりまとめ]（平成20

年3月　人権教育の指導

方法等に関する調査研

究会議）

教職教養

生徒指導

特別支援教育

人権教育



30 関連法規

人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律、子どもの権利に関する条

約、部落差別の解消の推進に関する

法律等

人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律

（平成十二年法律第百

四十七号）（平成２７

年８月１日（基準日）

現在のデータ）、児童

の権利に関する条約

（1994年（平成6年）4

月22日に批准）、部落

差別の解消の推進に関

する法律（平成二十八

年法律第百九号）施行

日： 平成二十八年十二

月十六日（新規制定）

31 基本理念
「第3次学校安全の推進に関する計

画」

第3次学校安全の推進に

関する計画（令和４年

３月２５日 ）

32 具体的教育
「学校安全資料『生きる力』をはぐ

くむ学校での安全教育」

学校安全資料『生きる

力』をはぐくむ学校で

の安全教育（平成31

（2019）年３月）

33 情報教育 基本方針
「教育の情報化に関する手引」、

「第4期教育振興基本計画」

教育の情報化に関する

手引(令和元年12月)、

第4期教育振興基本計画

（令和5年6月 閣議決

定）

34 主要施策 「第4期教育振興基本計画」

次期教育振興基本計画

（令和5年6月16日　閣

議決定）

35 その他
令和の日本型学校教育の構築、教師

の働き方、最新の教育事情等

36 日本国憲法 第26条、基本的人権に関する規定

第二十六条　すべて国

民は、法律の定めると

ころにより、その能力

に応じて、ひとしく教

育を受ける権利を有す

る。

教育法規

教職教養

人権教育

安全教育

教育時事



37 教育基本法
第1、2、4、5、6、9、13、14、15

条等

第一条（教育の目

的）、第二条（教育の

目標）、第四条（教育

の機会均等）、第五条

（義務教育）、第六条

（学校教育）、第九条

（教員）、第十三条

（学校、家庭及び地域

住民等の相互の連携協

力）、第十四条（政治

教育）、第十五条（宗

教教育）

38 学校教育法 第1、11、12、16、19、35条等

第一条（学校の種類に

関すること）、第十一

条（児童生徒への懲

戒、体罰に関するこ

と）、第十二条（健康

診断に関すること）、

第十六条（九年の普通

教育に関すること）、

第十九条（就学困難に

関すること）、第三十

五条（出席停止に関す

ること）

39 学校教育法施行規則
第20、24、26、28、29、59、60、

61、63条等

二十条（校長の資

格）、第二十四条（指

導要録に関するこ

と）、第二十六条（児

童の懲戒、出席停止に

関すること）、二十八

条（備え付表簿）、二

十九条（学齢簿に記

録）、五十九条（学年

及び授業日）、六十条

（授業終始の時刻）、

六十一条（公立小学校

における休業日）、第

六十三条（臨時に授業

を行わないことに関す

ること）

教育法規

教職教養



40 学校保健安全法
第7、19、20、26、27、29、30条

等

第七条（保健室）、第

十九条（出席停止）、

第二十条（臨時休

業）、第二十六条（学

校安全に関する学校の

設置者の責務）、第二

十七条（学校安全計画

の策定等）、第二十九

条（危険等発生時対処

要領の作成等）、第三

十条（地域の関係機関

等との連携）

41 地方公務員法
服務（第30～38条）、分限と懲戒

（第27～29条）

第三十条（服務の根本

基準）、第三十一条

（服務の宣誓）、第三

十二条（法令等及び上

司の職務上の命令に従

う義務）、第三十三条

（信用失墜行為の禁

止）、第三十四条（秘

密を守る義務）、第三

十五条（職務に専念す

る義務）、第三十六条

（政治的行為の制

限）、第三十七条（争

議行為等の禁止）、第

三十八条（営利企業へ

の従事等の制限）

第二十七条（分限及び

懲戒の基準）、第二十

八条（降任、免職、休

職等）、第二十九条

（懲戒）

42 教育公務員特例法 研修（第21～25条）

第二十一条（研修）、

第二十二条（研修の機

会）、第二十三条（初

任者研修）、第二十四

条（中堅教諭等資質向

上研修）、第二十五条

（指導改善研修）

教育法規

教職教養



43
いじめ防止対策推進

法
第4、8、16、22条等

第四条（いじめの禁

止）、第八条（学校及

び学校の教職員の責

務）、第十六条（いじ

めの早期発見のための

措置）、第二十三条

（いじめに対する措

置）

44

教育職員等による児

童生徒性暴力等の防

止等に関する法律、

または、こども基本

法等

教育職員等による児童生徒性暴力等

の防止等に関する法律（第4、10、

14条等）、または、こども基本法

（第3条）

教育職員等による児童

生徒性暴力等の防止等

に関する法律（第4条

（基本理念）、第10条

（教育職員等の責

務）、第14条（児童生

徒等に対する啓発）

等）、こども基本法

（第3条（基本理念）

等）

45 発達
ピアジェ、エリクソン、ヴィゴツ

キー等

46 学習
連合理論、認知理論、教授・学習理

論等

47 その他
適応機制、心理療法、性格理論、学

習評価、教育効果等

48 西洋教育史
デューイ、ルソー、ペスタロッチ、

ブルーナー等

49 日本教育史 明治以降の教育制度史等

教育法規

教育心理

教育史

教職教養































































































































































































































































1 ⼀般教養 英語１ 英⽂法 80.70%

2 ⼀般教養 英語２ 会話⽂1 30.91%

3 ⼀般教養 英語３ 会話⽂2 64.91%

4 ⼀般教養 英語４ ⽂章読解 60.00%

5 ⼀般教養 数学１ 式の計算 60.00%

6 ⼀般教養 数学２ ⽅程式、関数 68.42%

7 ⼀般教養 数学３ 平⾯図形、空間図形 41.82%

8 ⼀般教養 数学４ 図表の読み取り 22.81%

9 ⼀般教養 理科１ 化学（溶液、化学反応等） 42.11%

10 ⼀般教養 理科２ ⽣物（⼈体のつくり、動植物の種類等） 35.09%

11 ⼀般教養 時事 （理科領域） 国内動向 42.11%

12 ⼀般教養 社会１ ⽇本の⾃然 61.82%

13 ⼀般教養 社会２ ⽇本の諸産業 61.40%

14 ⼀般教養 時事（社会領域） 国際動向 28.07%

15 教職教養 学習指導要領 総則1 54.65%

16 教職教養 学習指導要領 総則2 6.98%

17 教職教養 学習指導要領 総則3 22.66%

18 教職教養 学習指導要領 道徳 34.77%

19 教職教養 学習指導要領 総合的な学習の時間 62.79%

20 教職教養 学習指導要領 特別活動 29.30%

21 教職教養 ⽣徒指導 ⽣徒指導提要1 37.11%

22 教職教養 ⽣徒指導 ⽣徒指導提要2 45.31%

23 教職教養 ⽣徒指導 ⽣徒指導提要4 69.38%

24 教職教養 特別⽀援教育 基本理念 77.73%

25 教職教養 特別⽀援教育 ⽀援体制1 60.55%

26 教職教養 特別⽀援教育 ⽀援体制2 83.33%

27 教職教養 特別⽀援教育 関連法規 58.98%

28 教職教養 ⼈権教育 基本理念 17.58%

29 教職教養 ⼈権教育 関連法規 99.22%

30 教職教養 安全教育 基本理念 65.23%

31 教職教養 安全教育 具体的教育 76.56%

32 教職教養 情報教育 基本⽅針 31.25%

33 教職教養 教育時事 主要施策 30.23%

34 教職教養 教育時事 その他 23.83%

35 教職教養 教育法規 ⽇本国憲法 47.66%

36 教職教養 教育法規 教育基本法 69.38%

37 教職教養 教育法規 学校教育法 43.36%

38 教職教養 教育法規 学校教育法施⾏規則 19.50%

39 教職教養 教育法規 学校保健安全法 48.06%

40 教職教養 教育法規 地⽅公務員法 75.39%

41 教職教養 教育法規 教育公務員特例法 60.85%

42 教職教養 教育法規 いじめ防⽌対策推進法 84.77%

43 教職教養 教育法規 教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する法律 79.30%

44 教職教養 教育⼼理 発達 68.22%

45 教職教養 教育⼼理 学習 52.34%

46 教職教養 教育⼼理 その他 27.91%

47 教職教養 教育⼼理 ⻄洋教育史 54.65%

48 教職教養 教育⼼理 ⽇本教育史 35.66%

49 教職教養 教育史（⽇本教育史） 31.25%

50.73%

内容問題番号

教師の養成・採⽤・研修の⼀体的改⾰推進事業

テーマ：教員採⽤選考試験の複数回実施を想定したモデル問題の開発

設問別正答率 協同出版編集制作部作問室調べ

全国平均
正解率



試験問題の正答率に関して 

 

 一昨年度（2024年度）、昨年度（2024年度）に引き続き、問題作成においては「思考力、

判断力、表現力等を測る良問の開発」として思考力、判断力等を確認する目的の問題を作成

した。 

 主に大学３年生を対象とした前倒し選考として問題を使用するにあたり、受験者の学習

状況などを鑑み、昨年度（2024 年度）は難易度を調整し、穴埋めの組み合わせで考えさせ

る問題を含め問題を作成した。本年度も、さらに難易度を調整し、穴埋めの組み合わせで考

えさせる問題を含め問題を作成した。 

 本年度（2025 年度）の正答率の平均は 50.73％（昨年度（2024 年度）の正答率の平均は

53.50％）であった。昨年度と受験者数が異なることから一概には言えないが、受験者の多

くが合格する現状を考えると、教員としての資質を測る試験としてはどうであったか再度

考える必要がある。 

 

 問１～問 14までの内容は「一般教養」であり、英語、数学、理科、社会の内容で問題を

構成した。正答率は 22.81％～80.70％であった。 

・数学（図形）（正答率 22.81％） 

・英語（英文法）（正答率 80.70％） 

（一般教養のみの平均正答率は 50.01％（昨年度 40.22％）） 

 

 問 15～問 49は「教職教養」の問題である。教員採用試験での教職教養の問題は従来高い

正答率であった。しかし、今回は教職教養のみの平均正答率 51.02％（昨年度は 58.97％）

であった。 

今回も昨年同様、「空欄補充の組み合わせ」が中心であり、比較的難易度が低い内容と思

われたが、正答率が低い結果となった。 

 

教員を選考するにあたっては、ある程度の正答率の問題内容でなければ、資質能力を測れ

ない。一般教養で正答率 50～60％（現状より 10％増）、教職教養で正答率 70％(現状より

10％増)程度の問題内容に改善することが必要であると思われる。 

 

教職教養の問題作成では、「思考力、判断力、表現力等を測る問題の作成」は容易ではな

く、知識・理解に重点が置かれた内容となりがちである。 

 教員の資質を測る良問を作成することと正答率との兼ね合いをいかに両立させるかが課

題である。 

 

教職教養の出題では、特に、過年度に受験した者が有利にならないよう、同じ内容の問題

を出題しないなど公平性を担保しつつ試験問題の作成を行わなくてはならない。 

  



試験問題作成において、思考力、判断力、表現力等を問う内容とし、正答率など現在の受

験者の状況等を踏まえて公平な試験問題を開発することが重要であり、今後の課題でる。 

※ここで示す正解率は、本事業で作成した問題を使用して令和 7 年 12 月 14 日（日）に

試験を行った自治体から本事業の報告書作成のために情報提供いただいたものを集計

したものであり、各自治体が公表するものではありません。 

※本事業で作成した問題は自治体により改変は可能であり、各問題の使用の判断は各自

治体が決定しています。 

※問 15～問 20 の問題は、校種別学習指導要領の問題であり、受験者がそれそれの校種

（小学校、中学校、高等学校）の問題で受験しています。 

※本事業で作成した問題は、「大学３年生前倒し選考」や「追加募集」などなど様々な受

験形式で使用されており、そのため受験者は大学３年生に限られません。 



問題の検証 

 

正答率の低かった問題（正答率 10パーセント以下）、正答率の高かった問題（正答率 90％

以上）の各 1問について検証する。 

 （昨年度の問題作成では、正答率の低かった問題（正答率 10パーセント以下２問、正答

率の高かった問題（正答率 90％以上３問）であった。） 

検証する問題は、以下の問題である。 

 

 

＜正答率の低かった問題＞ 

 

・問 16 学習指導要領    正答率 6.98％ 

 

＜正答率の高かった問題＞ 

 

・問 29 人権教育    正答率 99.22％ 

 

 

※正答率は、令和７年１２月１４日（日）に本事業で作成した問題で試験を行った自治体様のうち、情報

の提供を頂いた自治体様のデータを集計したものです。 

 

 

 

  

※この「問題の検証」で示す正解率は、本事業で作成した問題を使用して令和７年 12月

14日（日）に試験を行った自治体から本事業の報告書作成のために情報提供いただい

たものを集計したものであり、各自治体が公表するものではありません。 

※本事業で作成した問題は自治体により改変は可能であり、各問題の使用の判断は各自

治体が決定しています。 

※問 15～問 20 の問題は、校種別学習指導要領の問題であり、受験者がそれそれの校種

（小学校、中学校、高等学校）の問題で受験しています。 

※本事業で作成した問題は、「大学３年生前倒し選考」や「追加募集」などなど様々な受

験形式で使用されており、そのため受験者は大学３年生に限られません。 



問 16 教職教養 学習指導要領    正答率 6.98％ 

 

［問 16］(小学校受験者) ※別途（中学校受験者用）（高等学校受験者用）があります。 

「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）」の「第 1 章 総則 第４ 児童の発達の

支援 ２(３)不登校児童への配慮」に関して、次の事項が示されている。文中の（ Ａ ）

～（ Ｃ ）に該当する語句の組み合わせとして適切なものを、下の１～５のうちか

ら一つ選びなさい。 

 

 （ Ａ ） （ Ｂ ） （ Ｃ ） 

１ 社会への参画 文部科学大臣 ＩＣＴを活用した学習 

２ 社会的自立 文部科学大臣 ＩＣＴを活用した学習 

３ 社会への参画 学校の設置者 ＩＣＴを活用した学習 

４ 社会的自立 学校の設置者 グループ別学習 

５ 社会的自立 文部科学大臣 グループ別学習 

 

正答 ５ 

 

【問題の検証等】 

回答者の選んだ選択肢は「２」が最も多かった。 

（ Ａ ）の選択肢 社会への参画 ２、社会的自立 ３ 

（ Ｂ ）の選択肢 学校の設置者 ２、文部科学大臣 ３ 

（ Ｃ ）の選択肢 グループ別学習 ２、ＩＣＴを活用した学習 

選択肢の用語の数の多いものを選択すると「２」となるため、このような結果となった

ものと思われる。 

 

作問意図は、作問者の解説を参照 

【解説】 

不登校児童への支援は社会への参画ではなく、より基盤的な社会的自立が目指され

ア 不登校児童については，保護者や関係機関と連携を図り，心理や福祉の専門家

の助言又は援助を得ながら，（  Ａ ）を目指す観点から，個々の児童の実態に応

じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

イ 相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として，

（ Ｂ ）が認める特別の教育課程を編成する場合には，児童の実態に配慮した

教育課程を編成するとともに，個別学習や（ Ｃ ）など指導方法や指導体制の

工夫改善に努めるものとする。 



こと、特別の教育課程の認可は文部科学大臣が行うこと（「学びの多様化学校」の設置

との関係で重要な知識）、工夫改善が必要な指導方法や指導体制は、グループ別学習で

ある（ＩＣＴの活用は個別学習）と判断できるかを問う。 

 

 

  



問 29 教職教養 人権教育    正答率 99.22％ 

 

［問 29］ 

次の各文は、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等につい

て（通知）」（平成 27年４月 30日 文部科学省）において、性同一性障害に係る児童生

徒への支援について説明したものである。その内容に照らして適切でないものを、次の

１～５のうちから一つ選びなさい。 

 

   １ 性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必

要な場合がある。 

   ２ 個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行う必要がある。 

   ３ 入学等に当たって児童生徒の保護者から最初に相談を受けた教職員には秘密を

守る義務があることから、原則、その教職員だけで対応を進めることが望ましい。 

   ４ 児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿しておきたい場合があること等に

留意する必要がある。 

５ 性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取

りながら支援を進めることが重要である。 

 

正答 ３ 

 

【問題の検証等】 

 １～５の選択肢のなかで「３」の選択肢のみ語尾に違いがあり、「～原則、その教職員だ

けで対応を進めることが望ましい。」であり、特に「～だけ…」とうい表現があることから

正答が推測しやすかったものと考えられる。 

 出題根拠を明確にし、確実な正誤となるような選択肢をつくる作業は難しいことではあ

るが、安易に推測できないよう工夫する余地がある問題であった。 

 

【解説】 

「性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談（入学等に当たって児童生徒の

保護者からなされた相談を含む。）を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り

組むことが重要であり、学校内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」（校内）

やケース会議（校外）等を適時開催しながら対応を進めること」が正しい。 

 

 



宮城県 Miyagi Prefectural Government

掲載日：2026年1月16日

宮城県公立学校教員採用候補者選考

令和9年度 宮城県公立学校教員採用候補者選考
大学推薦による大学3年生特別選考について

大学推薦による大学3年生特別選考の概要は下記ファイルのとおりです。

大学推薦による大学3年生特別選考について（PDF：217KB）

 

令和9年度 宮城県公立学校教員採用に関する説明に
ついて

令和9年度（令和8年度実施）宮城年公立学校教員採用に関する説明動画を掲載しま
した。
こちらを御覧ください。（外部サイトへリンク）
※掲載期間は令和8年4月中旬までの予定です。

宮城県公立学校教員採用説明会を実施しました

2026/03/04 14:45 宮城県公立学校教員採用候補者選考 - 宮城県公式ウェブサイト

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/r09kyosai.html 1/4

https://www.pref.miyagi.jp/documents/61641/r9daigaku3nensenkou.pdf
https://youtu.be/tfSJQ00KCF0
https://www.pref.miyagi.jp/index.html


教員採用選考の受験をお考えの方を対象とした説明会を11月30日（日曜日）に県庁
2階講堂で実施しました。

【内容】

(1)令和9年度教員採用候補者選考に関する説明

　・みやぎの教員に求められる資質能力について

　・令和8年度選考の振り返り及び令和9年度選考の展望

　・みやぎの教員の働き方

(2)現役教員による校種・職種別ブースでの説明

　講師

　松島町立松島第一小学校　武山　依里香教諭　

　石巻市立青葉中学校　原口　祐輔教諭　

　宮城県田尻さくら高等学校　合澤　唯教諭　

　宮城県立秋保かがやき支援学校　相澤　智朗教諭　
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　南三陸町立志津川中学校 　佐藤　幸養護教諭　

【当日配布資料】

令和9年度（令和8年度実施）宮城県公立学校教員募集案内（パンフレット）
（PDF：8,554KB）

令和8年度（令和7年度実施）教員採用選考を振り返って（PDF：1,080KB）

令和9年度 宮城県公立学校教員採用候補者選考につ
いて

1.選考の期日について（令和8年度実施）

（1）第1次選考　令和8年7月11日（土曜日）

（2）第2次選考　令和8年8月下旬～9月上旬（予定）

（3）合格発表　 令和8年9月下旬（予定）

 

2.大学推薦による大学3年生特別選考の実施について（令
和7年度実施）

(1) 試験日　令和7年12月14日（日曜日）

(2) 場所　宮城県庁

(3) 選考内容　筆記試験、面接（2回）、集団討議

(4) 選考の対象となる受験区分　小学校

(5) 推薦を依頼する大学・人数　宮城県教育委員会が指定する大学・人数

(6) 推薦基準
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〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号： 022-211-2111
（受付時間 8時30分～17時15分）

宮城県公式Webサイト
法人番号8000020040002

　令和7年10月時点で大学3年生として在籍し、宮城県内市町村（仙台市を除く）の
小学校の教員となることを第一志望とする、みやぎの教員に求められる資質能力を
有する者で、学業成績が優秀な者

(7) 選考結果の通知　令和8年1月下旬

お問い合わせ先

教職員課育成・免許班（教採関係）
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号：022-211-3637

.
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 宮城県教育委員会では、県内大学の推薦による大学３年生特別選考を実施したので、その概

要等についてお知らせします。 

 

 

１ 実施概況 

(1) 試  験  日  令和７年12月14日（日曜日） 

(2) 場      所  宮城県行政庁舎 

(3) 選考内容  筆記試験、面接（２回）、集団討議 

(4) 合格発表日  令和８年１月16日（金曜日） 

 

２ 実施結果                             （人） 

校種 出願者数 受験者数（受験率） 
合格者数 

（名簿登載者数） 

小学校 15 15 (100%) 15 

 

 

３ 今後の予定について 

〇上記合格者に対し、令和８年４月から12月にかけて、授業づくり等に関する研修を実施 

する。 

令和９年度宮城県公立学校教員採用候補者選考 

大学推薦による大学３年生特別選考の実施概要について 

宮城県教育委員会 
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１ 目的 
この「教職専門」事前認定テストは、令和９年度(令和８年度実施)山口県公立学校教員採用候補者選

考試験※１の第一次試験における「教職専門」試験の免除者を事前に認定するために実施するものです。 

※１ 令和９年度(令和８年度実施)山口県公立学校教員採用候補者選考試験の実施要項は、令和８年１月下旬～２月上旬に公表す

る予定です。それまでは令和８年度(令和７年度実施)山口県公立学校教員採用候補者選考試験の実施要項を参考にしてくださ

い。 

 

 

２ 対象志願区分(校種等) ※２ 

・小学校又は特別支援学校小学部 

・中学校又は特別支援学校中学部 

・高等学校又は特別支援学校高等部 

※２ 令和９年度(令和８年度実施)山口県公立学校教員採用候補者選考試験の志願区分とは関係ありません。（９ 試験結果の発表

等「合格者の取扱い」 参照） 

 

 

３ 受験資格 

以下のア、イのいずれかにおいて、各要件の全てを満たす者が受験できます。 
 

 要件 主な対象者 

ア 

・ 令和９年度（令和８年度実施）山口県公立学校教員採用候補者選考試

験を受験する者 

・ 山口県公立学校教員を第一志望とする者 

・ 令和８年度中に大学等を卒業（修了）見込みの者 

・ 対象志願区分(校種等)の教諭の普通免許状を所有している者又は令和

８年度末までに取得見込みの者 

令和７年度の 
大学３年生 

イ 

・ 令和９年度（令和８年度実施）山口県公立学校教員採用候補者選考試

験を受験する者 

・ 山口県公立学校教員を第一志望とする者 

・ 令和７年度中に大学等を卒業（修了）見込みの者 

・ 対象志願区分(校種等)の教諭の普通免許状を所有している者又は令和

７年度末までに取得見込みの者 

・ 山口県公立学校において令和８年度の臨時的任用教員としての勤務を

希望する者※３ 

・ 他自治体の令和８年度（令和７年度実施）公立学校教員採用候補者選

考試験において最終試験合格となっていない者 

令和７年度の 
大学４年生 

   ※３ このテストの受験や合格をもって臨時的任用教員としての任用を約束するものではありません。 

また、臨時的任用教員としての任用に必須となるテストでもありません。 

令和９年度(令和８年度実施)山口県公立学校教員採用候補者選考試験に係る 

「教職専門」事前認定テスト実施要項 
山口県教育委員会  

試  験  日：令和７年１２月１４日(日) 

出願受付期間：令和７年１１月 ４日(火)～１１月２１日(金)午後５時受付終了 
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４ 試験の期日、場所及び日程 

（１）期 日 令和７年１２月１４日（日） 

（２）場 所 国立大学法人山口大学（吉田キャンパス）  

  共通教育棟１番教室 

山口市吉田１６７７－１ 

（３）日 程 

 

【１２月１４日（日）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 試験項目、試験内容、試験形式、評価の視点及び評価方法 

 

 
６ 出願方法及び提出書類 
 
（１）出願方法 

インターネット（電子申請）による出願のみとします。 

 

（２）提出書類 

 

 

 

試験項目 教職専門 

試験内容 教育法規、教育心理、教育原理、生徒指導、人権教育、特別支援教育 等 

試験形式 主として選択式 

評価の視点 教員として必要な教職専門分野の知識及び理解 

評価方法 試験における得点で評価 

アクセス先 
山口県教育庁教職員課ウェブページ（教員採用試験専用ページ） 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/178/26366.html 

受付期間 

令和７年１１月４日（火）午前９時～１１月２１日（金）午後５時 
 
※ 期間中（受付初日及び最終日を除きます。）は原則として２４時間

いつでも受け付けています。 

ただし、１１月１７日（月）午後１０時から１１月１８日（火）午

前６時までは、電子申請システムの停止により受付ができませんので

注意してください。 

備  考 
ウェブページ上に示す出願手続及び利用上の注意をよく確認の上、申し

込んでください。 

志願書 

インターネット（電子申請）による出願において、申請画面から必要事

項を入力することで自動作成されます。 

出願（送信）することで志願書の提出となります。 

 

　教職専門（筆記試験）

9:30 10:10 10:30 11:20 11:30

受付
・
入室

諸
連
絡

諸
連
絡
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７ 出願上の留意点 

（１） 志願書類に不備があるものは、受理しません。 

（２） 連絡先を変更する場合又はその他の事情により志願を取り消す場合には、必ずその旨を p.4 の 

「試験に関するお問い合わせ先」に連絡してください。 

（３） 障害等のある志願者で、受験上の配慮を希望する場合は、志願書に記載するとともに、出願時に

申し出てください（配慮希望の申し出方法等については、山口県教育庁教職員課のウェブページ（教

員採用試験専用ページ）を確認してください）。障害の状態等に応じて必要な配慮について、志願

者と話合いの上、決定します。 

ただし、内容によっては配慮できない場合もあります。 
 
 

８ 試験当日の携行品 
 

受験票 

受験票の交付準備が整い次第、電子メール「通知書発行のお知らせ」で通

知します（１２月上旬予定）。通知が届いた後、電子申請システムからダウ

ンロードして印刷し、写真を貼付してください。 

筆記用具   鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、黒のボールペン 

 

 

９ 試験結果の発表等 
 

試験結果の発表 

  日時：令和８年１月２２日（木）午前９時 

  内容：合格者の受験番号を掲載します。 
  方法：山口県教育庁教職員課のウェブページ（教員採用試験専用ページ） 

（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/178/26366.html） 

試験結果の通知 

  期日：令和８年１月２２日（木）発送 
  内容：試験結果（合否）を受験者全員に通知します。 

     なお、不合格者については、５段階に区分した評価ランク（試験の

得点率により高得点からａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅとします。）を加えて通

知します。 

合格者の取扱い 

 合格者のうち、令和９年度（令和８年度実施）山口県公立学校教員採用候

補者選考試験において小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校のいずれ

かを受験する場合、第一次試験の「教職専門」試験を免除します。なお、併

願する場合も、第一志願区分、第二志願区分ともに免除の対象とします。 

 
 
10 試験問題及び解答の公開等 

試験問題及び解答例については令和８年１月１４日（水）の午前９時から、情報公開センター（山口

県庁）で公開します。 

 
 

11 合格者に対する留意事項 

（１）志願書類の記載と異なる事実が判明した場合は、合格（免除の認定）を取り消すことがあります。 

（２）３ 受験資格を満たしていないことが判明した場合は、合格（免除の認定）を取り消します。 
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12 会場所在地等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

山口県教育庁教職員課  TEL 083-933-4550 

〒753-8501  山口市滝町１番１号 

試験に関するお問い合わせ先 

 

◆ 「緊急連絡メール」の登録について 

試験実施に関する変更が生じる場合は、山口県教育庁教職員課のウェブページ（教員採用試験専

用ページ）に内容を掲載するとともに、あわせて「緊急連絡メール」でお知らせします。 

「緊急連絡メール」のアドレスは、インターネット出願にあたり、電子申請システムに登録したメールアド

レスを使用します。出願時と異なるメールアドレスの登録の必要がある場合は、次の方法で受信のための

登録をしてください。 

なお、登録に不都合がある場合は、「試験に関するお問い合わせ先」に連絡してください。 

【登録方法】 

○ 緊急連絡専用アドレス saiyoukinkyuu@pref.yamaguchi.lg.jp 宛てにメールを送信する。 

○ 件名に、「氏名（カナ）」、「氏名（漢字）」の順で入力する（本文には何も入力しない）。 

   《 例：ヤマグチキョウコ、山口教子 》 

※ 登録確認メールは返信しませんので御了承ください。 

※ 登録された情報は、試験に関する緊急連絡以外には使用しません。 

【登録期間】 １１月４日（火）～１２月１２日（金） 

TEL 083-933-4550 
教員採用試験専用ページ URL 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/178/26366.html 

試験実施に関する緊急連絡事項がある場合は、山口県教育庁教職員課のウェブページ（教員採

用試験専用ページ）においてお知らせしますので、随時、御確認ください。（悪天候による延期等も、

同ウェブページでお知らせします。） 

緊急連絡専用アドレス 
二次元コード 

右の二次元コードを 

御利用できます。 

※試験会場への自家用車の乗り
入れは御遠慮ください。 



 
 
 
令和９年度(令和８年度実施)山口県公立学校教員採用候補者選考試験 
に係る「教職専門」事前認定テストの結果について 

 
このことについて、下記のとおりお知らせします。 

 
記 

 
１ 結果 

対象志願区分（校種等） 志願者数 受験者数 合格者数 

小学校又は特別支援学校小学部 ５４人 ５１人 ５０人 

中学校又は特別支援学校中学部 ５２人 ５２人 ５２人 

高等学校又は特別支援学校高等部 ４０人 ３９人 ３８人 

合  計 １４６人 １４２人 １４０人 

≪参考≫ 

 （１）テストの概要 

令和９年度（令和８年度実施）山口県公立学校教員採用候補者選考試験における 
「教職専門」試験の免除者を事前に認定するテスト 
 
 
 
 
 

※「教職専門」の内容 
   ・教育心理 
   ・生徒指導 
   ・特別支援教育 など 

（２）対象者 

山口県の小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭を志望する令和

７年度の大学３・４年生等（大学院１・２年生及び短期大学１・２年生も含む）のうち、

実施要項の要件を満たす者 

（３）試験実施日及び試験時間 

令和７年１２月１４日（日）午前１０時３０分から午前１１時２０分 

（４）試験会場 

国立大学法人山口大学（吉田キャンパス） 

（５）合格者の取扱い 

合格者のうち、令和９年度（令和８年度実施）山口県公立学校教員採用候補者選考試

験において小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校のいずれかを受験する場合、第

一次試験の「教職専門」試験を免除する。 

 

 

第一次試験（５月） 

免教職専門 
○教科専門 
 

第二次試験（７月） 

○小論文 
○集団面接 

（模擬授業・討議） 
○個人面接 
○適性検査 

 
事前認定テスト 

○教職専門 

令和８年度実施 令和７年度実施 

合格 
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『 令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査 』

『 令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査

大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認定選考審査 』

実施要項

令和７年10月14日

高知県教育委員会

※ 悪天候等の際は、会場等を変更する場合があります。その場合ホームページで周知するとともに、受審者本人のマイペー

ジにも通知します。

※ 文部科学省提供の問題を使用し、全国統一日程による実施のため、高知県において実施できない場合は中止となること

があります。

１ 令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査

（１） 審査の対象となる校種・職種及び採用予定人数

小学校教諭 --------------------- 40名程度

高等学校教諭 水産（機関） ----- １名程度

（２） 応募人数の上限（審査会場の都合上、応募人数に上限を設けています。）

120名 ※上限に達した場合、「本申込み」の先着順に受審できるものとし、マイページにて通知します。

ただし、応募状況により、応募の少ない校種・教科を優先する場合があります。

（３） 受審資格

次の①から③のいずれにも該当する者とする。

① 受審する校種・職種等に応じ、次の［１］または［２］に定める普通免許状（ただし、教員免許更新制におい

て令和８年４月１日時点で有効な普通免許状とする。以下同じ。）のいずれかを有する者又は令和８年３月31日

までに取得見込みの者

＊ 教員免許更新制において、直近の修了確認期限又は有効期間の満了の日が令和４年７月１日以降となってい

る場合、もしくは令和４年６月30日時点で旧免許状が休眠状態となっている場合、又は令和４年７月１日以降

に新しく免許を取得している場合

［１］ 小学校教諭：小学校教諭の普通免許状

［２］ 高等学校教諭：高等学校教諭の普通免許状 水産（機関）

なお、「水産（機関）」については、「水産」又は「商船」の普通免許状とします。

※「水産（機関）」については、免許状を有しない者でも出願できる制度があります。詳細は本要項内

の10の項目（社会人特例出願）にて確認してください。

② 昭和39年４月２日以降に生まれた者

③ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第９条に規定する欠格

事項のいずれにも該当しない者

※ 令和７年５月に実施しました高知県教員採用審査を受審した方も、再度、受審可能です。

※ 他自治体の令和８年度（令和７年度実施）教員採用審査において、最終合格者（名簿登載者）となってい

ない者を対象とします。

審 査 日 令和７年 12月 14日（日）

受付期間 令和７年 10月 17日（金）～ 11月 18日（火）
（郵送物は、11月18日までの消印があるものに限り、受け付けます。）

（審査に関する問い合せ）
高知県教育委員会事務局 教職員・福利課 人事企画担当 ＴＥＬ ０８８－８２１－４９０３
教職員・福利課採用担当メールアドレス saiyo@ken.pref.kochi.lg.jp
教職員・福利課ホームページアドレス https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310601/



2

（４） 審査内容

（５） その他

・合格者は、令和８年度採用（令和８年４月１日付け）採用候補者名簿登載者となります。

・任期付教員採用候補者選考審査も併せて実施します。詳細は本要項内の11の項目（育児休業及び

配偶者同行休業の代替に係る任期付教員採用候補者選考審査）にて確認してください。

２ 令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査
大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認定選考審査

（１） 審査の対象となる校種・職種

・小学校教諭

・中学校教諭

・特別支援学校教諭（小学部及び中学部・高等部）

（２） 応募人数の上限（審査会場の都合上、応募人数に上限を設けています。）

350名 ※上限に達した場合、「本申込み」の先着順に受審できるものとし、マイページにて通知します。

ただし、応募状況により、応募の少ない校種・教科を優先する場合があります。

（３） 受審資格

次の①から③のいずれにも該当する者

① 令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査を受審する者

② 令和８年度中に大学等を卒業（修了）見込みの者（在学証明書を提出すること）

③ 審査の対象となる校種の普通免許状を有する者又は令和８年度末までに取得見込みの者

（４） 審査内容

（５） その他
・合格者は、令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査における「教職・一般

教養審査」を免除します。

３ 出願の手続

出願は、高知県教育委員会事務局教職員・福利課（以下「教職員・福利課」という。）のホームページからシステム

にアクセスし、下の申込みの流れに沿って全ての必要項目を入力のうえ、出願受付期間内に送信してください。パソコ

ンやスマートフォンでインターネットに接続することができない者は、令和７年11月11日（火）までに教職員・福利課

に電話で問い合わせてください。

＜出願受付期間＞

令和７年10月17日（金）８時30分から11月18日（火）17時15分まで

※ （６）に掲げる提出書類を郵送する場合、11月18日（火）までの消印のあるものまで受理します。

＜インターネット申込みの流れ＞

（１）事前準備 → （２）申込システムにアクセス → （３）会員登録 → （４）会員登録(登録情報を編集)

→ （５）エントリー → （６）提出書類（提出が必要な場合のみ）

※ 申込みは、「会員登録」及び「エントリー」が必要となります。

※ 受付期間内にエントリーまで完了しなかった場合は、受審できません。

審 査 区 分 審 査 時 間 審 査 内 容

教職専門審査 10：30～11：50 教員として必要な教職・一般教養及び専門分野に関するもの

面 接 審 査 12：50～ 模擬授業及び口頭試問、個別面接

審 査 区 分 審 査 時 間 審 査 内 容

教職・一般教養審査 10：30～11：30 教員として必要な教職・一般教養に関するもの
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（１） 事前準備

申込みには、次のものが必要です。申込手続を行う前に、ご準備ください。

・本人のメールアドレス

・証明写真データ ※ファイル形式は、画像（.jpg、.jpeg、.png、.webp）のみとなります。

（２） 申込システムにアクセス

教職員・福利課ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018040500013/）から「高知県教員 採用審

査申込システム」にアクセスしてください。

職員募集覧から、受審する「試験区分」を選択し、内容を確認のうえ「エントリー画面に進む」をクリックして

ください。

① 会員登録をしていない方は（３）会員登録 に進んでください。

② 会員登録をしている方は （５）エントリー に進んでください。

（３） 会員登録

利用規約を確認し同意のうえ、「お使いのサービスで簡単登録」又は「メールアドレスで会員登録」から入力画

面に従い、必要事項を入力し登録してください。

登録したメールアドレス宛てに「会員登録のお願い」が送信されますので、本文中に記載されているURLをクリッ

クすると、「登録完了のご連絡」メールが送信されます。

※ 登録時に設定したパスワードは以後の手続きに必要です。必ず控えておき大切に保管してください。

（４） 会員登録（登録情報を編集）

ログイン後、システム内で「マイページ」を選択し、「登録情報を編集」をクリックしてください。入力画面に従

い、「基本情報」の氏名、電話番号、プロフィール写真(証明写真)、住所及び「職歴・学歴」の応募時必須の欄をす

べて入力・登録してください。

※「基本情報」の自己ＰＲ、資格・語学力欄、「希望条件」及び「スカウト設定」は入力不要です。

※「職歴・学歴」の学歴欄は、最終学歴までご入力ください。

（５） エントリー

エントリーフォームの必要事項を入力して、エントリーを完了させてください。

完了すると、登録したメールアドレス宛てに「エントリー完了のお知らせ」メールが自動送信されます。

この電子メールが届かない場合は、必ず受付期間中に教職員・福利課へお問い合わせください。

受付期間中は24時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほか、受付期

間終了の直前は、システムが込み合う恐れがあります。余裕を持って申込みを行ってください。使用される機器や通

信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

なお、エントリー完了後、登録内容の削除(退会手続き)を行った場合は受審ができません。

（６） 提出書類

次の①もしくは②を受審する者は、それぞれ書類を出願受付期間内に、下記（７）の提出先に郵送又は持参して

ください。（出願受付期間内に提出された書類のみ受理します。また、提出された書類等は返却しません。）

① 令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査を受審する者

○自己評価書（様式１）

○申告書（様式２）

○実技調書（様式３）（小学校教諭志願者のみ提出）

○加点申請書（様式４）（加点申請をする場合のみ提出）

※ 申請の条件については、本要項内の８の項目（特定の資格等による加点）にて確認してください。

② 令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査

大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認定選考審査を受審する者

○在学証明書
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（７） 提出書類の受付

（８） 受審票の交付

受審票は、12月５日（金）に交付を予定しています。登録されたメールアドレスに「受審票交付のお知らせ」の

電子メールを送信しますので、システムのマイページにログインし、受審票をダウンロードしてＡ４サイズの用紙

に印刷してください。

なお、12月８日（月）までに電子メールが届かない場合は、教職員・福利課に問い合わせてください。

印刷した受審票は、記載内容を確認し、確認した年月日を記入のうえ、受審者本人が署名して審査日に必ず持参

してください。受審票を忘れた場合は、受審できないことがあります。

４ 選考審査の実施

（１） 審査日 令和７年12月14日（日）

（２） 会 場 高知県立高知工業高等学校（高知市桟橋通２－１１－６）

審査当日の連絡先：教職員・福利課 採用専用携帯 ＴＥＬ ０９０－４９７８－４９０３

（３） 日 程 詳細については、受審票交付時に通知する「受審案内」でお知らせします。

（４） 各審査の配点

① 令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査

※加点申請者は上記の合計得点に加点があります。詳しくはP10～P11で確認してください。

② 令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査
大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認定選考審査

５ 選考審査結果の情報提供

選考審査の受審者は、教職員・福利課への郵送又は口頭にて、選考審査結果の情報提供を申し出ることができます。

（１） 対 象 者 選考審査の受審者

（２） 申出期間 審査結果を通知した日の翌日から１月間

（提出先） 〒 780-0850 高知市丸ノ内１丁目７－52（高知県庁西庁舎２階）

高知県教育委員会事務局 教職員・福利課 人事企画担当

郵送の場合は、封筒の表に『受審する審査名』及び『採用審査に係る提出書類在中』と朱書してくだ

さい。郵便事故に対応するため簡易書留による郵便を推奨します。宅配便は不可とします。

筆 記 審 査 面 接 審 査 合 計

300点 300点 600点

筆 記 審 査

200点
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（３） 申出方法

① 郵送による場合

必要事項を記入した「選考審査結果情報提供申出書（教職員・福利課ホームページに様式を掲載）」、受審番号

が交付された「受審票」及びあて先を記入した返信用封筒（定形、縦14～23.5㎝×横９～12㎝）に460円切手

（簡易書留相当分）を貼り、これらを同封し、教職員・福利課に郵送してください。

② 口頭による場合

教職員・福利課の窓口で、必要事項を記入した「選考審査結果情報提供申出書」及び受審番号が交付された「受

審票」を提示のうえ、口頭による開示請求であることを申し出てください。電話による申し出はできません。な

お、上記（２）の申出期間中の土日祝日を除き、８時30分から17時15分まで（ただし、12時から13時までの

時間帯は除きます。）受け付けます。

６ 選考審査結果の通知

令和８年１月16日（金）（予定）に、教職員・福利課ホームページに合格者の受審番号を掲載するとともに、受審者全

員のマイページに通知します。

７ 受審時の主な注意事項

（１）受審票は選考審査当日、必ず持参してください。受審票を忘れた場合は、受審できないことがあります。

（２）審査会場は土足可能のため、靴のままでお入りください。

（３）審査会場へは、原則として車の乗り入れを禁止します。公共の交通機関を利用してください。また、周辺への無断

駐車や近隣の店舗等への一時的な駐車は、絶対にしないでください。

家族の方などに送迎をお願いする際も、審査会場入口に面した道路に駐車すると、他の車や近隣住民の迷惑となり

ますので、絶対にしないでください。

（４）昼食が必要な者は、各自で準備してください。

（５）審査会場のゴミ箱は使用できませんので、ゴミは各自が持ち帰ってください。

（６）審査会場は、敷地内禁煙となっています。

８ 特定の資格等による加点

加点制度とは、次の「（１）加点制度とする資格等」の①から⑩までのいずれかに該当し、その資格や実績を申請した

者に対して、それぞれ点数を定め、審査項目の合計点に加点するものです。ただし、加点は、インターネット出願で該当

する申請書をチェックするとともに、提出書類の受付期間内に、「加点申請書（様式４）」とともに、「（２）申請に必要

な書類等」の資格証明書又は実績の証明ができる書類が提出された場合に限り対象とし、取得見込みの場合は、申請でき

ません。なお、複数の申請の場合については、加点の合計の上限を60点とします。

（１） 加点対象とする資格等

① 司書の資格又は司書教諭の資格（５点加点）

② 臨床心理士の資格（30点加点）

③ 小学校教諭受審者は、次のア・イのいずれか１つについて申請ができます。ウ・エについてはいずれも申請する

ことができます。

ア 中学校教諭の普通免許状（英語）（20点加点）

イ 中学校教諭の普通免許状（英語以外）（10点加点）

ウ ２年以上のALT（外国語指導助手（英語））の経験者（20点加点）
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エ 海外大学又は青年海外協力隊若しくは在外教育施設等で、２年以上の英語を使用した海外留学・勤務経験のあ

る者（20点加点）

④ 高等学校教諭受審者は、次のアについて申請できます。

ア 情報以外の教科の受審者は、高等学校教諭の普通免許状（情報）（20点加点）

⑤ 特別支援学校教諭又は盲学校教諭、聾学校教諭若しくは養護学校教諭の普通免許状（10点加点）

⑥ 英語に関する資格（小学校教諭受審者はア・イのいずれか１つについて、高等学校教諭受審者はウについて申請

ができます。）

ア 英検準１級以上合格者、TOEFL iBT72点以上取得者又はTOEIC785点以上取得者（20点加点）

イ 英検２級合格者、TOEFL iBT42点以上取得者又はTOEIC550点以上取得者（10点加点）

ウ 英検準１級以上合格者、TOEFL iBT72点以上取得者又はTOEIC785点以上取得者（15点加点）

※英検＝（公財）日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定

TOEFL＝国際教育交換協議会が実施するTOEFL（ITPは除く。）

TOEIC＝（一財）国際ビジネスコミュニケーション協会が実施するTOEIC（IPテストは除く。）

※TOEFL及びTOEICについては、令和５年７月以降の取得に限る。

⑦ スポーツの実績（次のアからウまでのいずれか１つについて申請ができます。）

ア 高等学校卒業以降、オリンピック（又はパラリンピック）、世界選手権（又は世界選手権に相当する障害者の

大会）に日本代表として出場（30点加点）

イ 高等学校卒業以降、アジア大会（又はアジア大会に相当する障害者の大会）に日本代表として出場（20点加

点）

ウ 高等学校卒業以降、国民体育大会で入賞（10点加点）

⑧ 小学校教諭受審者は、理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー：（以下「ＣＳＴ」という））養成拠点構築

プログラムを修了した者（20点加点）

⑨ ＩＢ（国際バカロレア）教員資格認定者は、次のア・イのいずれか１つについて申請ができます。

ア ＩＢ ＡＣＴＬ（15点加点）

イ ＩＢ ＣＴＬ（10点加点）

⑩ 平成27年４月１日から令和７年３月31日までの10年間のうち、独立行政法人国際協力機構法の規定に基づく、

「青年海外協力隊」、「シニア海外ボランティア」、「日系社会青年ボランティア」、「シニア日系社会ボランティア」

として、２年の任期を満了する派遣経験者（15点加点）

（２） 申請に必要な書類等

加点申請する場合は、加点申請書（様式４）とともに、以下に示すそれぞれの資格等の証明に係る証拠書類を出

願受付期間内に提出してください。加点申請書及び証拠書類が提出されない場合の加点申請は認められません。

※ ①、②の加点申請は、それぞれの資格証明書等のコピーを提出してください。

※ ③のア・イ、④及び⑤の加点申請は、受審校種・教科を含め、加点申請に係る免許状のコピーを提出してくだ

さい。

※ ③ウの加点申請は、ALT（外国語指導助手（英語) )として勤務した期間を証明できる書類のコピーを提出して

ください。

※ ③エの加点申請は、国際協力機構の発行する「派遣証明書」又は海外留学歴と期間を証明できる書類、在外教

育施設等での勤務実績と期間を証明できる書類のコピーを提出してください。

※ ⑥の加点申請は、実用英語技能検定の合格証のコピー、TOEFL得点証明書又はTOEIC得点証明書のコピーを提出

してください。

※ ⑦の加点申請は、本人の実績であることが特定できる証明書等のコピーを提出してください。

※ ⑧の加点申請は、理数系教員（ＣＳＴ)養成拠点構築プログラムの修了証又は認定証のコピーを提出してくだ

さい。

※ ⑨の加点申請は、資格認定証等のコピーを提出してください。

※ ⑩の加点申請は、国際協力機構の発行する「派遣証明書」のコピーを提出してください。
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９ 給与

令和７年４月１日時点での初任給は、大学卒業者で263,744円（教職調整額、義務教育等教員特別手当含む）ですが、採
用前の職歴、所有免許・資格等に応じて加算される場合があります。また、期末手当及び勤勉手当が支給されるほか、支

給要件に該当する人には、給料の調整額、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給されます。

10 社会人特例出願

（１） 募集する校種・職種及び教科等・採用予定人数

高等学校教諭「水産（機関）」--------- 1名程度

※採用予定人数は令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査の採用予定人

数を含む人数です。

（２） 受審資格

昭和39年４月２日以降に生まれた者で、次の①に掲げる校種及び教科の区分に定める要件を満たし、かつ、

②・③の要件を全て満たす者

また、この受審資格を満たす者が採用候補者名簿登載者となった場合、登載後に実施される特別免許状授与の

ための教育職員検定に係る審査会（免許法第５条第４項関係）において合格が適当と認められなかった場合は、

採用されません。

① 大学等を卒業後、令和７年３月31日現在で、水産（機関）に関連する研究施設、民間企業、官公庁（海技士

養成機関での職務経験を含む。）において、通算３年以上の水産（機関）に関連する職務経験がある者

または、３級海技士（機関）以上の免状を有し、高等学校卒業後、令和７年３月31日現在で、水産（機関）

と関連する船舶等における職務経験（海技士養成機関での職務経験を含めてもよい。また、この期間の免状の有

無は問わない。）が通算３年以上ある者

※「大学等」には、該当する教科に関連する短期大学、専門学校、高等専門学校を含みます。職務経験の期間

には、６月以上継続して就業した期間が該当し、複数の職務経験がある場合には通算することができます。

ただし、国・公立学校及び私立学校の正規の教員（実習助手等を含む。）であった期間、臨時教員（海技士養

成機関での職務経験は含まない。）、パート又はアルバイトとして雇用された期間及び休職等の期間を除きま

す。

② 高等学校教諭の普通免許状（受審する教科等のものに限り、実習に関する免許状を除く。）を有しない者

③ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第９条に規定する欠格

条項のいずれにも該当しない者

（３） 提出書類

次の書類を出願受付期間内に提出してください。

① 職務経験を証明する書類（勤務先、職名、勤務期間が記載された勤務先発行のもの（船員については船

員手帳の写しも可））

② 社会人特例出願申請書（様式５）

③ 実績調書（様式６）

※ 必要な書類が出願受付期間内に提出されない場合には、受審できないことがあります。

（４） 選考審査

「４ 選考審査の実施」に準じて審査を実施します。
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11 育児休業及び配偶者同行休業の代替に係る任期付教員採用候補者選考審査

（１） 選考方法

令和８年度（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査において、正規教員と育児休業

及び配偶者同行休業の代替に係る任期付教員採用候補者（以下、「任期付教員」という。）の名簿登載選考を併

せて行います。

（２） 任期及び配置条件

任期付教員は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間、任期付教員採用候補者名簿に登載さ

れ、育児休業又は配偶者同行休業を取得する教員の代替として配置されます。任期は、原則として、教員の育

児休業期間又は配偶者同行休業期間に応じて設定されますが、期間が短縮された場合等において、人事異動を

行うことがあります。なお、名簿登載期間中であっても、臨時教員として配置される場合や、教員の休業取得

状況によっては、名簿登載されても採用されない場合があります。

（３） 勤務条件

正規教員と同様の職務に従事し、任期が定められること以外、勤務条件（給与、勤務時間、休暇及び服務等）

についても原則として同様の扱いになります。

（４） 応募方法

令和８年度（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査への出願の際に、希望の有無を

入力してください。記載のない場合は希望無しとみなし、候補者名簿への登載対象としません。

※すでに任期付教員として名簿登載されている者は、「希望する」を選択してください。

（５） 任期付教員採用候補者名簿への登載及び結果の通知

任期付教員採用候補者名簿の登載は、原則として、出願時に当該登載を希望した者であって、受審した者のうち

高知県公立学校教員採用候補者名簿に登載されなかった者を対象に選考を行って決定します。任期付教員採用候補

者名簿の登載発表は、令和８年１月16日（金）（予定）付けで、マイページに通知するとともに、教職員・福利課ホ

ームページに名簿登載者の受審番号を掲載します。なお、任期付教員として名簿登載された場合であっても、追加

発表により高知県公立学校教員採用候補者名簿に登載されることがあります。高知県公立学校教員採用候補者名簿

に登載されたときは、任期付教員採用候補者名簿への登載は無効となります。

12 その他の留意事項等

（１） 出願内容及び提出書類等において虚偽の内容や、教員としてふさわしくない事実が判明したときは、採用候補

者名簿に登載となった場合でも名簿登載を取り消し、採用しないことがあります。

（２） 令和８年度高知県公立学校教員採用候補者名簿に登載された者は、指定する日までに健康診断書（所定用紙）

を提出することが必要です。健康上の理由によりその職に耐えられないと認められる場合や、指定する日までに

健康診断書が提出されない場合は、採用候補者名簿に登載された者であっても、採用されないことがあります。

（３） 妊娠等により、採用後就職が困難となった場合であって、高知県教育委員会が認めた時は、名簿登載期間を翌

年度末まで延長することができますので、教職員・福利課にご相談ください。

（４） 申し込み後、高知県及び他自治体の令和８年度（令和７年度実施）教員採用審査において、最終合格者（名簿

登載者）となった場合は、速やかに教職員・福利課までご連絡ください。

（５） 令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考審査で、採用候補者名簿登載者が

確保できない場合は、採用候補者名簿登載者及び任期付教員採用候補者名簿の追加を発表する場合があります。



令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選考

名簿登載者及び

令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査

大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認定選考審査合格者発表

高知県教育委員会

令和８年１月 16 日

○ 令和８年度採用（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者特別選

考審査の名簿登載者及び、令和９年度採用（令和８年度実施）高知県公立学

校教員採用候補者選考審査大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認

定選考審査の合格者を本日午前９時に発表しました。

○ 今回の特別選考の名簿登載者数は、別紙のとおり、小学校教諭２５名です。

○ 大学３回生等を対象とした教職・一般教養事前認定選考審査の合格者数は、

小学校教諭１７名、中学校教諭３４名です。



40 程度 56 40 25

水　産（機関） 1 程度 0 0 0

小　計 1 程度 0 0 0

41 程度 56 40 25
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国　語 6

社　会 7

数　学 8

理　科 5

音　楽 1

美　術 0

保健体育 2

技　術 0

家　庭 3

英　語 2

小　計 34

小学部 0

中・高等部 0

小　計 0

51

令和８年度（令和７年度実施）高知県公立学校教員採用候補者
特別選考審査　名簿登載者数等一覧

令和8年1月16日

小学校

小・高等学校総計

令和９年度（令和８年度実施）高知県公立学校教員採用候補者選考審査
大学３回生等を対象とした事前認定選考審査　合格者数等一覧

小学校 21 21

7 7

8 7

10 9

5 5

1 1

0 0

4 4

0 0

3 3

2 2

40 38

0 0

0 0

0 0

小・中・県立学校総計 61 59

採用予定数 応募者数
審査

受審者数
名簿登載者数

高
等
学
校

応募者数 受審者数 合格者数

特
別
支
援
学
校

中
学
校
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令和８年度大分県公立学校教員採用選考試験（秋選考試験）実施要項 

 

大分県教育委員会 

 

１  目  的 
  大分県公立学校教員を志望する者について、令和８年度採用に当たっての選考資料とするため、これを実施する。 

 

 

２ 選考区分、試験区分及び採用予定者数等 
（１） 一般選考 

   ６月から８月に実施した選考試験（以下「夏選考試験」）において、受験者無しであった試験区分及び教科・科目

で実施する。 

試 験 区 分 
採 用 予 定 者 数 

全体数 教 科 ・ 科 目 別 内 訳 

高等学校教諭 ４人 農業〔畜産（１）〕、工業〔土木（２）〕、水産〔機関（１）〕 

  ※ 合格者のうち日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師として採用する（以下同じ。）。 

 

（２） 特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考） 

   他県の正規教員の優れた知識・技能を教育にいかすため、次の試験区分及び教科・科目等で実施する。 

試験区分 採用予定者数 教 科 ・ 科 目 等 

小学校教諭 １５人  

中学校教諭 １２人 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、英語 

高等学校教諭 ５人 

国語、地理歴史〔地理〕、公民、数学、理科〔物理、化学、生物〕、

美術、書道、英語、家庭、農業〔作物・園芸、畜産〕、工業〔機械、

電気、土木、工業化学〕、水産〔機関〕、商業、情報 

特別支援学校教諭 ５人 小学部、中学部、高等部 

計 ３７人  

  ※ 小学校教諭には小中学校連携教諭を含む。 

  ※ 小中学校連携教諭で採用された者は、小学校又は中学校に配置し、人事交流を行う。小学校に配置する場合 

は、原則、学級担任として配置する。 

  ※ 中学校教諭及び高等学校教諭については、上表中の教科・科目に限る。 

    ただし、中学校教諭及び高等学校教諭の各教科・科目の合格者は、最大２人とする。 

 

 

３ 受験資格 

一 

 

般 

 

選 

 

考 

次の(１)から(５)までの要件を全て満たす者に限る。 

(１) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第９条の欠格

条項に該当しない者 

(２) 試験区分に応ずる教諭普通免許状を現に有している者又は令和８年３月31日までに取得見込みの者 

水産(機関)教諭志望者は、水産又は商船の高等学校教諭普通免許状及び３級以上の海技士(機関)の 

海技免状を現に所有している者又は令和８年３月31日までに取得見込みの者（３級以上の海技士（機

関）の海技免状については、採用時期の延期を申請し、令和９年３月31日までに取得予定の者を含む） 

(３)  昭和41年４月２日以降に生まれた者 

(４)  県内のどこにでも赴任できる者 

(５)  令和７年４月１日から出願までの間に、他の自治体で実施された教員採用選考の最終試験において、

合格を得ていない者 
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特 

別 

選 

考 

(Ⅳ) 

 上記（１）から(５)の要件と下記の（２）の補足に加え、(６)の要件を満たす者に限る。 

 

 （２）の補足〈試験区分に応ずる教諭普通免許状について〉 

・小中学校連携教諭は、小学校教諭普通免許状及び該当教科の中学校教諭普通免許状 

・特別支援学校教諭は、小学部は小学校教諭普通免許状、中学部は中学校教諭普通免許状、高等部は

高等学校教諭普通免許状及び特別支援学校教諭普通免許状又は盲・聾・養護学校のいずれかの教諭

普通免許状 

  ・高等学校教諭（地理歴史又は公民）は、平成６年３月31日以前に取得した高等学校の社会科教諭普通

免許状を含む。 

 

(６) 次のア及びイに該当する者又はウに該当する者 

 ア 大分県を除く都道府県の公立の学校又は国立大学法人が所管する学校の正規教員（志望する試験区

分と同一区分に限る。また、臨時的任用の者は除く。）としての勤務期間が令和８年３月31日現在３年

以上(休職・育児休業の期間を除く。）である者 

 イ 現在、公立の学校若しくは国立大学法人が所管する学校の正規教員（志望する試験区分と同一区分に

限る。また、臨時的任用の者は除く。）又は都道府県教育委員会若しくは市区町村教育委員会の正規職

員（臨時的任用の者は除く。）として勤務している者（ただし、出願時において休職中の者を除く。） 

 ウ 現在、大分県を除く都道府県の私立小学校又は私立中学校の正規教員（志望する試験区分と同一区分

に限る。また、臨時的任用の者は除く。）として勤務しており、その勤務期間が令和８年３月31日現在 

  ３年以上（休職・育児休業の期間を除く。）ある者（ただし、出願時において休職中の者を除く。） 

（注意）・特別選考(Ⅳ)の受験資格について 

       要件(６)の私立学校は、私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に規定する学校法人が設置する学校

とする。 

要件(６)の休職とは、病気休職等を指す。 
 

 

４ 出願等手続 
  出願の方法は、原則インターネット（大分県電子申請システム）を利用する方法とする。 

  インターネットに接続できる環境にない等、やむを得ない場合のみ個別に対応するので、（３）の書類の提出先まで

連絡すること。 

（１） インターネット（大分県電子申請システム）を利用する方法 

  ① 環境の確認 

    インターネット接続（スマートフォンを含む）、メールの送受信及び書類の印刷（Ａ４サイズのモノクロ印刷）

が可能であること。 

  ② 出願期間及び大分県電子申請システムのアカウント作成 

    出願する選考区分に応じて、出願期間内に、下記のURL（もしくは二次元コード）から申請フォームへアクセス

し、「ログインして申請に進む」を選択してログインすること。 

※ Grafferアカウントを初めて取得する場合は、次のURL（もしくは右の二次元コード）から大分県 

 電子申請ポータルサイトの「電子申請システムのアカウント作成方法」へアクセスしてGraffer 

 アカウントの作成方法を確認すること。 

     https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html  

    ※ アカウント作成の際は、「申請」後のメールの送受信に使用するメールアドレスを入力すること。 

    ※ ３月以降にメールにて連絡する場合があるので、大学等で割り当てられたメールアドレスは使用しないこ

と。 

 

    【一般選考】へ出願 

     https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/R8kyoin-aki-ippan 

 

 

 

 

 

    【特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）】へ出願  

     https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/R8kyoin-aki-takentokubetu 

 

 

 

 

 

 

 

出願期間：令和７年９月１９日(金) 9:00 ～ １１月２５日(火) 17:15 

出願期間：令和７年９月１９日(金) 9:00 ～ １０月２０日(月) 17:15 
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③ 大分県電子申請システムによる申請情報の入力 

    入力項目ごとの指示に従い、間違いのないよう入力すること。 

    ※ 「申請」後は、出願者による申請内容の修正ができないので注意すること。万が一「申請」後に修正の必要

が生じた場合は、出願期間内に限り修正を認める。この場合、（３）の書類の提出先に修正依頼の連絡をする

こと。 

    ※ 申請が受け付けられると登録したメールアドレスに「申請受付のお知らせ」のメールが届く。申請の詳細は、

メール文中のURLから確認すること。問い合わせ時に必要になるので、「申請日」と「申請番号」を控えてお

くこと。 

    ※ システムの操作等で不明な点がある場合は、大分県電子申請システムヘルプデスク（電話 097-506-2457：

受付時間 8:30～17:15（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）) に問い合わせること。 

（注意）ア 必要書類及び記載事項が不備の場合は、受け付けないことがある。 

イ 受験料は不要である。 

ウ 身体に障がい等があり、試験場において配慮を必要とする受験者（例：車いす使用等）は、願書の「受験

上の配慮」欄にその旨を入力すること。 

 

（２） 特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）に関する提出書類 

   特別選考を志望する者は、電子申請以外に、次の書類を下記(３)の書類の提出先へ、令和７年10月20日（月）まで

に郵送または、持参すること（郵送の場合は、令和７年10月20日の消印のあるものまで有効とする。）。 

     

 

 

※ 自己紹介書Ⅰ・Ⅱの様式は、大分県教育委員会のホームページ 

    （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）からダウンロードすること。 

   ※ 提出された書類は理由のいかんを問わず、返却しない。 

 

（３） 書類の提出先 

   大分市府内町３丁目10番１号 大分県教育庁 教育人事課 採用試験・免許班（大分県庁舎別館７階） 

   郵便番号 870-8503   電話 (097)506-5518 

 

（４） 出願内容の審査と受験票の交付 

  【一般選考】の場合 

   令和７年11月26日（水）～12月４日（木）に出願内容の審査を行う。審査終了後、令和７年12月５日（金）までに

「交付物発行のお知らせ」のメールが届く。メール文中のURLから受験票、写真票、願書（申請内容を確認するため

のもの）をダウンロードし、各自で印刷すること。令和７年12月９日（火）を過ぎてもメールによる受験票が届かな

い場合は、上記(３)の書類の提出先まで必ず連絡すること。 

  【特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）】の場合 

   令和７年10月21日（火）～10月30日（木）に出願内容の審査を行う。審査終了後、令和７年10月31日（金）までに

「交付物発行のお知らせ」のメールが届く。メール文中のURLから受験票、写真票、願書（申請内容を確認するため

のもの）をダウンロードし、各自で印刷すること。令和７年11月４日（火）を過ぎてもメールによる受験票が届かな

い場合は、上記(３)の書類の提出先まで必ず連絡すること。 

 

 

５ 一般選考試験 

（１） 第１次試験 

   基本的知識等の修得状況を判断するため、以下のとおり実施する。 

① 期 日 

令和７年１２月１４日（日） 

詳しい日程については、出願者に対して受験票交付時に通知する。 

  ② 試験場 

    (ⅰ) 大分会場 

      大分県庁舎別館     大分市府内町３丁目 10 番１号 

                  電話 (097) 506-5518 

    (ⅱ) 東京会場 

      大分県東京事務所    東京都千代田区平河町２丁目６番３号（都道府県会館４階） 

                  電話 (03) 6771-7011 

（注意）ア 「（ⅰ）大分会場」または「（ⅱ）東京会場」のどちらかを選択すること。 

    イ 受験者の自家用車（二輪車を含む。）による試験場への乗り入れ及び自家用車による試験場への送

迎は禁止する。近隣店舗等の駐車場や周辺路上での一時的な駐停車等は周辺住民等の迷惑となるので

厳守すること。 

    ウ 試験場内及び試験場周辺は、禁煙である。 

    エ 携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器は、試験場内で使用できない。 

提 出 物 注 意 事 項 等 

自己紹介書Ⅰ・Ⅱ ・記入上の注意を参照して作成すること。 
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③ 試験内容 

試 験 等 内 容 等 

教養試験(50分) 

・人文･社会･自然科学に関する基本的な一般教養 

・教育原理・教育心理・教育法規等に関する基本的な教職教養（答申・

学習指導要領を含む。） 

専門試験(70分) 高等学校の志望する教科・科目 

 (注意) ア 遅刻した場合は、試験開始後30分以内の遅刻に限り、受験を認める。 

      イ  教養試験、専門試験の両方を受験した者を、選考対象とする。 

ウ  当日は、受験前に試験場の諸掲示に注意すること。 

エ  試験実施時間中は、携帯電話やスマートフォン及び荷物は指定箇所（当日指定する。）に置くこと。試験

実施時間中に、携帯電話やスマートフォンに触れた場合は、受験を無効とすることがある。 

オ  試験室入室後は、試験終了まで試験会場外へ出ることはできない。また、試験実施時間中は、途中退室す

ることはできない。 

カ 試験問題は、択一式とする。ただし、一部の教科・科目の専門試験においては、一部又は全てに、数値を

記入する問題を出題する。 

④ 携行品 

携 行 品 注 意 事 項 等 

受 験 票 ・各自で印刷すること。 

写 真 票 ・各自で印刷後、所定の位置に写真を貼付しておくこと。 

筆記用具 ・黒鉛筆又はシャープペンシル（HB程度）、消しゴム 

時    計 ・計時機能だけのものに限る。 

  ⑤ 試験結果 

   ア 第１次試験の合格者数について、農業〔畜産〕４人、工業〔土木〕は６人、水産〔機関〕は５人とする。 

なお、合格ラインの範囲内であっても、成績が著しく低い場合は、合格者としない。 

     ※ 成績が著しく低い場合：下記(ア)、(イ)、(ウ)のいずれか一つでも該当する場合 

           (ア) 教養試験と専門試験の合計得点率が40％（150点満点中60点）以下に該当する場合 

          (イ) 教養試験の得点率が30％（50点満点中15点）以下に該当する場合 

          (ウ) 専門試験の得点率が30％（100点満点中30点）以下に該当する場合  

   ※  合格ライン：上記の合格者数を第１次試験の合格ラインとする。 

   イ 第１次試験の結果は、令和７年12月22日(月)午前９時、大分県教育委員会のホームページ 

    （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）に第１次試験合格者の受験番号を掲載

するとともに、別途出願者全員宛て大分県電子申請システムにて通知する。 

   ウ 第１次試験の教養試験及び専門試験の「正解・配点」を大分県教育委員会のホームページ 

    （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）に掲載する。 

   エ 各試験区分（教科･科目等）における教養試験及び専門試験の合計点の合格最低点を、大分県教育委員会のホ

ームページ（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）に掲載する。 

 

（２） 第２次試験 

   第１次試験の合格者について、教員として必要な専門性及び人間性を判断するため、以下のとおり、第２次試験を

実施する。 

① 期 日 

令和８年１月１８日（日） 

詳しい日程及び試験時間については、第 1 次試験合格者に対して別途通知する。 

  ② 試験場 

    大分県教育センター        大分市大字旦野原847番地の2    電話 (097) 569-0118 

     （注意）ア 受験者の自家用車（二輪車を含む。）による試験場への乗り入れを許可する。自家用車により送迎

する場合も、必ず試験場内に乗り入れて乗降すること。近隣店舗等の駐車場や周辺路上での一時的な

駐停車等は、周辺住民等の迷惑となるので固く禁止する。なお、自転車は、指定の置き場に駐輪する

こと。 

イ 遅刻した場合は、集合時刻30分以内の遅刻に限り、受験を認める。 

ウ 試験場内及び試験場周辺は、禁煙である。 

         エ 携帯電話やスマートフォン等の情報通信機器は、試験場内では使用できない。 

         オ 当日は、受験前に試験場の諸掲示に注意すること。 

③ 試験内容 

試 験 内 容 等 

模擬授業及び面接Ⅰ 
・事前に提示するテーマによる模擬授業とする。 

面接Ⅰは、模擬授業等に関することを問う。 

面接Ⅱ ・個人面接 

   （注意）ア 模擬授業のテーマは、第１次試験の合格者への結果通知とともに大分県電子申請システムにて提示 

        する。 
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イ 面接Ⅱで使用する自己紹介書の様式は、第１次試験の合格者への結果通知とともに大分県電子申請

システムにて提示するので、各自でダウンロードし、必要事項を記入した後、４（３）の書類の提出先

へ令和８年１月７日（水）までに郵送または、持参すること（郵送の場合は、令和８年１月７日（水）

の消印のあるものまで有効とする。）。なお、郵送の際は、封筒左下に受験番号を必ず記入すること。 

ウ 模擬授業及び面接Ⅰ、面接Ⅱの両方を受験した者を、選考対象とする。 

エ 試験場内で、試験待機及び実施時間中に、携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器に触れた

場合は、受験を無効とすることがある。 

④ 携行品 

携 行 品 注 意 事 項 等 

受 験 票 ・第１次試験で使用したもの 

筆記用具  

時    計 ・計時機能だけのものに限る。 

返信用封筒 １枚 

(第２次試験結果通知用) 

・180円分の切手を貼り、住所､氏名を明記すること（宛名は｢○○様｣とすること。）。 

・封筒の規格は、23.5cm×12cm（長形３号）、糊付き封筒とし、１枚用意すること。 

・封筒表左下に受験番号を必ず記入しておくこと。 

  ⑤ 試験結果 

第２次試験の結果は、令和８年２月２日(月)午前９時、大分県教育委員会のホームページ 

  （https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）に第２次試験合格者の受験番号を掲載す

るとともに、別途受験者全員宛て文書で通知する。 

    なお、採用予定者数内であっても、第２次試験の成績が著しく低い場合（下記ア若しくはイのいずれか又は両方

の場合）は、合格者としない。 

    ア 模擬授業及び面接Ⅰの得点率が40％（350点満点中140点）以下に該当する場合          

     イ 面接Ⅱの得点率が40％（200点満点中80点）以下に該当する場合 
 

 

６ 特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考）試験 

   教員として必要な人間性を判断するため、以下のとおり試験を実施する。 

① 期 日 

    令和７年１１月８日（土） 

  ② 試験場 

    (ⅰ) 大分会場 

      大分県庁舎別館     大分市府内町３丁目 10 番１号 

                  電話 (097) 506-5518 

    (ⅱ) 東京会場 

      大分県東京事務所    東京都千代田区平河町２丁目６番３号（都道府県会館４階） 

                  電話 (03) 6771-7011 

（注意）ア 「（ⅰ）大分会場」または「（ⅱ）東京会場」のどちらかを選択すること。 

    イ 受験者の自家用車（二輪車を含む。）による試験場への乗り入れ及び自家用車による試験場への送

迎は禁止する。近隣店舗等の駐車場や周辺路上での一時的な駐停車等は周辺住民等の迷惑となるので

厳守すること。 

    ウ 遅刻した場合は、集合時刻30分以内の遅刻に限り、受験を認める。 

    エ 試験場内及び試験場周辺は、禁煙である。 

    オ 携帯電話やスマートフォン等通信機能をもつ機器は、試験場内で使用できない。 

         カ 当日は、受験前に試験場の諸掲示に注意すること。 

  ③ 試験内容 

試 験 内 容 等 

面接Ⅱ ・個人面接 

  ④ 携行品 

携 行 品 注 意 事 項 等 

受 験 票 ・各自で印刷すること。 

写 真 票 ・各自で印刷後、所定の位置に写真を貼付しておくこと。 

筆記用具  

時    計 ・計時機能だけのものに限る。 

返信用封筒 １枚 

(第２次試験結果通知用) 

・180円分の切手を貼り、住所､氏名を明記すること（宛名は｢○○様｣とすること。）。 

・封筒の規格は、23.5cm×12cm（長形３号）、糊付き封筒とし、１枚用意すること。 

・封筒表左下に受験番号を必ず記入しておくこと。 
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⑤ 試験結果 

試験の結果は、令和７年11月26日(水)午前９時、大分県教育委員会のホームページ 

（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）に合格者の受験番号を掲載するとともに、 

別途受験者全員宛て文書で通知する。 

    なお、採用予定者数内であっても、試験の成績が著しく低い場合は、合格者としない。 

      ※  成績が著しく低い場合：試験の得点率が40％（200点満点中80点）以下に該当する場合 

 

７ 各試験の配点 
(１)  一般選考 

①第１次試験（150点満点） 

 

   

 

②第２次試験（550点満点） 

 

 

 

※ 第２次試験の合格者は、第２次試験の成績により決定する。 

 

(２)  特別選考(Ⅳ)（他県教諭特別選考） 

面接Ⅱ 

２００ 

 

８ 得点等の送付・開示 
   受験者全員に対して、試験の得点を、各試験の結果の通知とともに送付する（口頭による開示（簡易開示）は行わ

ない。）。 

 

９ 合格者の行う手続等 
(１) 試験（一般選考においては第２次試験）の合格者は、指定する日までに健康診断書等（所定用紙）を提出すること。

詳細は、合格者に対して通知する。 

 

(２) 特別選考(Ⅳ)の合格者は、指定する日までに、公立の学校若しくは国立大学法人が所管する学校又は私立学校等に

おいて令和８年３月31日現在、正規教員として３年以上勤務していることが分かる、勤務先（公立学校においては任

命権者（各都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会））が発行する勤務証明書を提出すること。 

 

10  採用及び給与 
(１) 選考試験の合格者は、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除き、令和８年４月１日付けで採用するもの

とする。 

① 現在大学（大学院含む）に在籍する者で、令和８年４月１日以降、大学院修士課程、博士前期課程又は教職大学

院（以下「大学院修士課程等」 という。）での修学を希望する者は、申請に基づき下記ア又はイのとおり採用時

期を延期する。ただし、採用時期の延期を希望する場合は、出願申請の該当項目に入力すること。 

ア 大学院修士課程等に在籍し修学を継続する場合は、最大１年間延期する。 

ただし、教職大学院の３年制の１年に在籍し修学を継続する場合は、最大２年間延期する。 

イ 令和８年４月１日以降、大学院修士課程等に進学する場合は、最大２年間延期する。 

ただし、教職大学院の３年制に進学する場合は、最大３年間延期する。 

② 現在大学（短期大学、大学院及び大学の専攻科等を含む）に在籍する者で、上級の教諭普通免許状又は新たな教

諭普通免許状の取得（３級以上の海技士の海技免状を含む）のために大学（短期大学を含む）の専攻科等での修学

を希望する者は、申請に基づき下記ア～ウのいずれかのとおり採用時期を延期する。ただし、採用時期の延期を希

望する場合は、出願申請の該当項目に入力すること。なお、不明な点がある場合は、４（３）の書類の提出先に問

い合わせること。 

   ア ２年制の大学（短期大学を含む）の専攻科等に在籍し修学を継続する場合は、最大１年間延期する。 

   イ ２年制の大学（短期大学を含む）の専攻科等に進学する場合は、最大２年間延期する。 

   ウ １年制の大学（短期大学を含む）の専攻科等に進学する場合は、最大１年間延期する。 

③  上記のほか、採用時期を変更することについて、特にやむを得ない事情があると認められる場合 

 

(２)  選考試験の合格者であっても、次の①から③までのいずれかに該当する場合は採用しない。 

  ① 合格した試験区分及び教科・科目等に応ずる教諭普通免許状を取得見込みの者が、令和８年３月31日までに当該

免許状を取得できない場合（ただし、３級以上の海技士の海技免状については、所定の期間猶予する。） 

②  令和８年４月１日現在において、合格した試験区分及び教科・科目等の有効な普通免許状を有していない場合 

③ 大分県教育関係職員健康診断審議会の結果、「就労不可」と判断された場合 

教養試験 専門試験 

５０ １００ 

模擬授業 面接Ⅰ 面接Ⅱ 

２００ １５０ ２００ 
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(３) 願書等の記載事項に虚偽があった場合や、教員としてふさわしくない非違行為があった場合は、合格を取り消すこ

とがある。 

 

(４)  令和７年４月１日現在の初任給は、教職調整額、義務教育等教員特別手当等を含み、大学卒約266,000円、短期大

学卒約248,000円で、採用前の職歴を有する者は、条件に応じて加算される。また、在職期間等により期末・勤勉手

当が支給される。この他に扶養手当、住居手当、通勤手当などが実態に応じて支給される。 

 

11 補欠合格制度 
  一般選考の第２次試験の合格者選考において、試験区分（教科・科目等）ごとに補欠合格者を決定し、令和８年

２月２日(月)午前９時、大分県教育委員会のホームページ（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-

akisenko.html）に受験番号を掲載するとともに、別途該当の受験者宛て文書で通知する。 

補欠合格者は、「補欠合格者名簿」に順位を付けて登載し、合格者の採用辞退等があった場合に順位順に新たな

合格者とする。ただし、複数回の連絡にも応答がない等、連絡ができない場合は、次の順位の補欠合格者を新たな

合格者とすることがある。 

  「補欠合格者名簿」の登載期間は令和８年３月31日までとし、登載期間中に通知がない場合は、新たな合格者とは

ならない。補欠合格者のうち新たな合格者とならなかった者が、令和９年度大分県公立学校教員採用選考試験（令和

８年度実施）において、同一の試験区分（教科・科目等）を受験する場合は、希望により第１次試験を免除する。 

 

12 その他 
（１）荒天等のため、試験の日程を変更する場合は、試験前日の午前10時までに、大分県教育委員会のホームページ

（https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html）に掲載する。 

 

(２)  大分県公立学校教員採用選考試験に関する問い合わせ先は、「４(３)書類の提出先」とする。ただし、試験当日

の問い合わせ先は、各試験場とする。 

 

(３)  過去の試験問題等は、以下の場所で情報提供している。 

       大分県情報センター（大分県庁舎本館１階） 電話 (097)506-2285 

      郵便番号    870-8501   大分市大手町３丁目１番１号  

       問い合わせ  9:00～17:00（土曜・日曜日及び祝日を除く。） 

※ オンラインによる公開（情報提供）を希望する場合等、詳しくは大分県のホームページ 

（https://pref.oita.jp/soshiki/11700/jyouhouteikyou.html）（右の二次元コードよりアクセス 

可能）を確認すること。 

 

【問合せ先】 

大分県教育庁教育人事課 

〒870-8503 大分市府内町３丁目１０番１号 

電 話 ０９７－５０６－５５１８ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r8oitakyoin-akisenko.html 

 

右の二次元コードからホームページにアクセスできます。 

 



１　試験合格者数

試験区分 教科〔科目〕 出願者数
第１次試験
受験者数

第１次試験
合格者数

第２次試験
受験者数

第２次試験
合格者数

（参考）
採用

予定者数

高等学校 農業〔畜産〕 2 1 1 1 1 1

高等学校 工業〔土木〕 1 1 1 1 1 2

２　選考基準

令和８年度大分県公立学校教員採用選考試験（秋選考試験）
一般選考第２次試験　試験結果

令和8年2月2日

令和８年度大分県公立学校教員採用選考試験（秋選考試験）
一般選考第２次試験　合格者選考基準

　令和８年度大分県公立学校教員採用選考試験（秋選考試験）実施要項に定めるもののほか、合格者の選考
に必要な基準は、次のとおりとする。

１　選考対象となる者
　　選考対象となる者は、当該試験区分、教科・科目のすべての試験を受験した者に限る。

２　第２次試験合格者の決定
　　各試験区分、教科・科目ごとに、第２次試験の成績上位から合格者を決定する。
　　ただし、
　（１）採用予定者数内であっても、第２次試験の成績が著しく低い場合（得点率４０％以下）は、合格者
としない。
　（２）合格ラインに同点者がいる場合は、次の基準により合格者を決定する。
　　　　① 模擬授業及び面接Ⅰの成績が高い者
　　　　② ①が同点の場合は、模擬授業のみの成績が高い者


	名称未設定



